
令和６年度地域が取り組む人材育成・採用活動等推進事業 業務委託仕様書 

 

 

１ 事業目的 

令和５年に県が実施したアンケート調査によると、県内中小企業の約７割が「想

定（計画）どおりの採用ができていない」と回答しており、県内中小企業において、

人材確保は深刻な課題となっている。 

また、中小企業は大企業と比較して毎年の採用者数が少ない傾向にあり、年齢の

近い先輩が身近におらず、新規採用者が早期離職してしまう事例が発生する等、人

材定着についても大きな課題となっている。 

このため、中小企業単体ではなく、地域で協力しながら採用活動等に取り組む中

小企業グループ（以下「中小企業グループ」という。）の活動や人材育成の仕組み

づくり等を支援することで、若者等の地域への定着につなげていく。 

さらに、県内企業の経営者や人事担当者間の交流の場を提供するとともに、中小

企業グループと若者等が交流する機会を創出することで、複数の企業が協力する人

材育成や採用活動等の取組をさらに促進していく。 

 

２ 契約期間 

 契約日から令和７年３月 21日（金）まで 

 

３ 事業内容 

（１）中小企業グループが行う人材育成や採用活動等の取組への支援 

  協力して人材育成や採用活動等に取り組む県内の中小企業グループごとのニ

ーズに応じて、下記①～③の支援を行うこと。支援を行う対象となる中小企業グ

ループの選定については、選定の基準、経緯について県と協議のうえ決定し、５

グループ以上を対象として支援すること。また、支援を行うグループについては、

１グループあたり３社以上が参加する中小企業グループを支援対象とすること。 

なお、令和５年度は地域やテーマ別（※）に県内５つの中小企業グループに対

して支援を行っており、同グループが引き続き支援を希望する場合には、同グル

ープへの支援も可とする。 

（※地域：伊勢、松阪 テーマ：人材育成、インターンシップ、採用広報） 

支援を行うにあたっては、中小企業グループごとの目的や課題、ニーズ等を把

握したうえで、支援計画を策定し、県と協議したうえで実施すること。 

① 中小企業グループが行う人材育成の仕組みづくりへの支援 

中小企業グループ内の企業で採用された新規採用者を育成するプログラ

ムの作成および新規採用者が孤立しないような中小企業グループ内での研



修会や、懇親会、オフ会などの居場所づくりへの支援を、コーディネーター

を配置して行う。 

② 中小企業グループが行う採用活動等への支援 

中小企業グループが行う人材育成の仕組みの効果的な発信手法および中

小企業グループが作成するインターンシッププログラムへのアドバイスな

ど採用活動への支援を行う。 

③ 中小企業グループが取り組む活動の周知 

    中小企業グループが取り組む人材育成、採用活動等の取組について、県内

企業および県内外で求職中の若者等にむけて周知を図ること。周知にあたり、

中小企業グループごとの取組の内容等をふまえて、グループで取り組むこと

のメリット等を打ち出して行うこと。また、チラシ等の紙媒体や SNS など

対象者に訴求しやすい手法を検討するとともに、中小企業グループで活動す

る若者等の声を活用しながら、県内商工団体や市町とも連携して、広く周知

されるよう工夫して取り組むこと。 

 

（２）県内企業の経営者や人事担当者及び若者の交流の場の提供 

  ①県内企業を対象とした意見交換会・勉強会の実施 

    以下の２点を踏まえ、県内企業の経営者、人事・採用担当者を対象とし 

て実施すること。なお、意見交換会・勉強会のうち少なくとも２回以上

は、上記（１）で支援する中小企業グループに属する県内企業に参加いた

だき、中小企業グループの取組について情報発信すること。 

   ・人材育成や採用活動での課題やノウハウを共有できる内容とすること 

   ・若者等に選ばれるための採用力の強化につながる内容とすること 

 

（条件） 

   ア．実施回数  ：４回以上 

   イ．実施時間  ：１回あたり２時間程度 

   ウ．開催方法  ：対面型やオンラインを状況に応じて選択 

   エ．参加企業数 ：１回あたり 25社程度 

   オ．その他   ：参加企業に事業満足度等に関するアンケートを実施 

 

  ②中小企業グループと若者等との交流会 

中小企業グループが行う人材育成や採用活動等について、その手法や課

題等について若者等と意見交換を行う交流会を開催する。なお、参加者に

ついては、特定の大学に偏らないようにするなど、多くの若者等が参加で

きるように工夫すること。 



 

  （条件） 

ア．開催回数  ：3回以上 

   イ．開催方法  ：対面型やオンラインを状況に応じて選択 

   ウ．参加企業数 ：1回あたり５社程度 

   エ．参加者数  ：1回あたり 10名程度 

   オ．その他   ：参加企業及び若者等に事業満足度等に関するアンケー 

トを実施 

 

  開催時期や参加する企業・若者等の選定にあたっては、選定の基準、経

緯について適宜、県と協議のうえ行うこと。 

 

（３）完了報告書の提出 

本業務が完了した時は、業務の実績を取りまとめた事業報告書を、事業終了

後翌日から起算して 10 日後または契約期間満了日までのいずれか早い日まで

に、紙媒体で２部、データを入れた電子記憶媒体１部を県に提出すること。 

 

（４）その他留意事項 

   県に対して、定期的に進捗状況等の報告（１か月に１回を目安）を書面に

て行うこと。また、当事業において中小企業グループ及び学生等に提供した

資料は、全て県にデータで提出すること。 

 

４ 委託費 

（１）委託費は、委託業務が完了し、履行確認が行われた後に支払うものとする。

なお、本業務を実施するにあたり、県が必要であると認める場合は、前金払い

をすることができるものとする。 

（２）委託業務の対象経費は、事業実施に真に必要な経費に限ることとし、支出を

証する書類のない経費は対象外とする。 

（３）経費は個々の積み上げによる実費を原則とし、精算の際は具体的な経費の内

訳が分かる書類を添付すること。 

（４）飲食に係る経費、及び事業に参加する若者等に対する賃金、交通費等は、本

事業費の経費の対象としない。 

（５）受託者が委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合は、契約の一

部又は全部を解除し、委託費の支払い停止若しくは既に支払った委託費の額の

一部又は全部を県に返還する。また、上記により契約を解除した場合は、損害

賠償又は違約金を求める場合がある。 



５ 受託上の留意点 

（１）契約締結権者は、必要に応じ、受託先を訪問し状況確認を行うとともに、 

実地及び書面による検査を実施することができるものとする。 

（２）受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあること 

を知ったときは速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。 

（３）本業務により発生した成果物の著作権の取扱いについては、別記１「成果品

の著作権等に関する特記事項」のとおりとする。 

（４）業務の遂行において疑義が生じた場合は、委託者と協議し、その指示に従 

うこと。 

（５）この契約にかかる会計関係書類は、委託事業が完了した日の属する会計年 

度の終了後５年間の保存が必要である。 

（６）個人情報の適切な管理のために、別記２「個人情報の取扱いに関する特記事

項」を遵守すること。委託業務に従事する者または従事していた者等は、個人

情報の取扱いには十分に留意すること。また、三重県個人情報保護法第１７６

条、第１８０条及び第１８４条により、委託を受けた事務に従事している者若

しくは従事していた者等に対して罰則がある。 

（７）暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

   契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等

排除措置要綱」第３条又は第４条の規定により、「三重県物件関係落札資格停

止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがで

きるものとする。 

（８）障がいを理由とする差別の解消の推進 

    受託者は、業務を実施するにあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律を遵守するとともに、同法第７条第２項（合理的配慮の提供義務）

に準じ適切に対応するものとする。 

（９）不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

① 受託者が契約の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴

力団等排除措置要綱」に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法

人等（以下「暴力団等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義

務を負うものとする。 

   ア 断固として不当介入を拒否すること。 

   イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

   ウ 発注所属に報告すること。 

   エ 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより、工

程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所

属と協議を行うこと。 



② 契約締結権者は、受注者が①イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締

結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第７条の規定により「三

重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じる。 

（１０）事業の実施にあたっては、「地域活性化雇用創造プロジェクト（令和 4 年

度開始分）実施要領」を遵守すること。 

 

６ その他 

事業実施にあたって、契約書及び本仕様書に定めのない事項や細部の業務内容

については、県と協議して実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記１ 

成果品の著作権等に関する特記事項 

 

注） 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者をいう。 

 

（著作権の帰属等） 

第１条 成果品等のうち新規に発生した著作物の著作権（著作権法第２１条から第

２８条までに規定する権利で、同法２７条及び２８条に規定する権利を含む。以

下「著作権」という。）及び成果品のうち甲又は乙が委託業務の従前から著作権

を有する著作物の翻案等により発生した二次的著作物の著作権は、成果品等の引

き渡しをもって甲に譲渡されるものとする。 

２ 前項の規定により著作権を譲渡すべき著作物の著作権が乙以外の第三者に帰

属している場合は、乙は成果品等の引き渡し時点までに当該著作権を取得したう

え、甲に譲渡するものとする。 

３ 成果品等のうち、第１項の規定の対象外で著作権が乙に留保されている著作物

については、甲が成果品等を自ら利用するために必要な範囲において甲及び甲が

指定する者が自由に利用（著作権法に基づく複製、翻案等を行うことをいい、以

下同じ。）できるものとする。 

４ 成果品等のうち、第１項の規定の対象外で著作権が第三者に帰属している著作

物については、乙は、甲が成果品を利用するために必要な範囲において甲及び甲

が指定する者が利用することについて当該第三者の許諾を得るものとする。 

５ 甲は著作権法第２０条第２項、第３号又は第４号に該当しない場合においても、

その使用のために、成果品等を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表する

ことができるものとする。 

６ 乙は、第１項に基づき甲に著作権を譲渡した著作物に関する著作者人格権（著

作権法第１８条から第２０条までに規定する権利をいう。以下同じ。）を一切行

使しないものとする。 

７ 乙は、第２項に基づき甲に著作権を譲渡した著作物について、当該第三者が著

作者人格権を一切行使しない旨の契約を締結するものとする。 

８ 前２項の著作者人格権の不行使は、甲が必要と判断する限りにおいて、本契約

終了後も継続するものとする。 

９ 本条における著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等にか

かる一切の対価及び経費は契約金額に含まれているものとする。 

10 乙が乙の営業のために成果品等を利用し、又は改変する場合は、書面により甲

に届けるものとし、甲は甲の業務に支障のない限りこれを許諾するものとする。 

 

（工業所有権） 

第２条 委託業務の履行に関連して甲及び乙が各々単独で特許権、意匠権その他の

工業所有権（以下「工業所有権」という。）を獲得した場合、甲が成果品等を利

用（委託業務の目的に添った本契約終了後の事業への利用を含む。以下同じ。）

するために必要な範囲において甲乙相互に無償で当該工業所有権を使用できる

ものとする。ただし、甲及び乙は、もっぱら相手方の発案によるものをもって、



自ら単独の工業所有権を獲得してはならない。また、甲及び乙は、特許法第３８

条、意匠法第１５条その他関係法規の規定に基づき、発明等に至る過程が完全に

一方に属するもの以外は、すべてその工業所有権を共有としなければならない。 

２ 乙が従前より保有し、若しくは第三者から承継又は実施権の設定を受けた工業

所有権を委託業務に適用する場合、乙は当該工業所有権に関する対価を請求しな

いものとする。 

３ 乙が前項の工業所有権を第三者に承継させる場合は、甲が成果品等を利用する

ために必要な範囲において、甲又は甲の指定する者に当該工業所有権の対価の請

求及び権利侵害の主張をしない旨を保証するものとし、当該第三者が他の第三者

に承継させる場合も同様の保証を行わせるものとする。 

４ 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。 

 

（第三者の権利侵害） 

第３条 甲に引き渡された成果品等の全部又は一部につき、甲が当該成果品等を自

ら利用するにあたり、第三者から著作権、工業所有権等（以下総称して「知的財

産権」という。）を侵害するものであるとして甲に対し何らかの訴え、異議、請

求等（以下総称して「紛争」という。）がなされ、甲から乙へ処理の要請があっ

た場合、乙は甲に代わって当該第三者との紛争を処理するものとする。その際、

乙は、当該第三者に対する損害賠償金の支払いを含む紛争処理費用を負担するも

のとする。なお、この場合、甲は当該第三者との紛争を乙が処理するために必要

な権限を乙に委任するとともに、必要な協力を乙に行うものとする。 

２ 前項において成果品の全部又は一部が第三者の知的財産権を侵害するもので

あると判断される場合、甲乙協議の上、乙は次の各号のいずれかの措置をとるも

のとする。 

 一 成果品を侵害のないものに改変すること。 

 二 甲が成果品を利用することが可能となるよう当該第三者の許諾を得ること。 

３ 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。 

  



別記２ 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

注） 「甲」は県の機関等を、「乙」は受託者をいう。 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当

たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱

わなければならない。 

  また乙は、個人番号を含む個人情報取扱事務を実施する場合には、「行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25 年

法律第 27号。以下「番号法」という。）等関係法令を遵守すること。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾

なしに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後におい

ても同様とする。 

（責任体制の整備） 

第３条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、そ

の体制を維持しなければならない。 

（責任者等の報告） 

第４条 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者（以下「個人情報保護責

任者」という。」）及び業務に従事する者（以下「作業従事者」という。）を定め、

書面により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじ

め甲に報告しなければならない。 

（作業場所等の特定） 

第５条 乙は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）とその移送

方法を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により甲に報告し

なければならない。 

３ 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作

業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事

させなければならない。 

（保有の制限） 

第６条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を保有するときは、

事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、



適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を保有するときは、甲の

指示に従わなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第７条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の

目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（教育の実施） 

第８条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後

において、その事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならな

いこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと及び個人情報の保護に

関する法律（平成 15年法律第 57 号）（以下「個人情報保護法」という。）第 66

条第２項及び第 67条、個人情報保護法及び番号法に定める罰則規定並びに本特

記事項において従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履

行に必要な事項について、教育及び研修をしなければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の

労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者についての労働派遣契約書におい

て個人情報の取扱いを明示する等、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切

の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果に

ついて責任を負うものとする。 

（再委託の禁止） 

第 10条 乙は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うも

のとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

  また、甲の承諾を得て乙が再委託する場合には、乙は、本条第２項から第６項

の措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。 

２ 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、

あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾

を得なければならない。 

一 再委託する業務の内容 

二 再委託先 

三 再委託の期間 

四 再委託が必要な理由 

五 再委託先に求める個人情報保護措置の内容 

六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという

再委託先の誓約 



七 再委託先の監督方法 

八 その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書

面を甲に提出しなければならない。 

 一 再委託先 

 二 再委託する業務の内容 

 三 再委託の期間 

 四 再委託先の責任体制等 

 五 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法 

 六 その他甲が必要と認める事項 

４ 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければな

らない。 

５ 乙は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守さ

せるとともに、乙と再委託先との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託先

による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。 

６ 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求

めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 

（個人情報の適正管理） 

第 11 条 乙は、この契約による事務を行うために利用する個人情報を保持してい

る間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならな

い。 

 一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個

人情報を保管すること。 

 二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持

ち出さないこと。 

 三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれ

と同等以上の保護措置を施すこと。 

 四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は

複写しないこと。 

 五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそ

のバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的

に点検すること。 

 六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情

報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 

 七 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、

個人情報を扱う作業を行わせないこと。 



 八 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると

考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（受渡し） 

第 12条 乙は、この契約において利用する個人情報の受渡しに関しては、甲が指

定した手段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、

甲に受領書を提出しなければならない。 

（個人情報の返還、廃棄又は消去） 

第 13条 乙は、この契約による事務を処理するために保有した個人情報について、

事務完了後、甲の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければなら

ない。 

２ 乙は、第１項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該

個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

３ 乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去

用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないよ

うに確実に消去しなければならない。 

４ 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者

名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じな

ければならない。 

（点検の実施） 

第 14条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、

個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。 

（検査及び立入調査） 

第 15条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づ

き必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先

等に対して検査を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものと

し、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要

な指示をすることができる。 

（事故発生時の対応） 

第 16条 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が

発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対し

て、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面

により報告し、甲の指示に従わなければならない。 

２ 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、

可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努め



なければならない。 

（契約の解除） 

第 17条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合及び個人情報保護

法に違反した場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができ

る。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に

対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第 18条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠っ

たことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損

害を賠償しなければならない。 

 

 

 

 

 


